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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】チャンネルチューブ取付作業性の向上を図りつ
つ、チャンネルチューブを挿入部内に予め定めた押し込
み状態で配設した内視鏡を提供する。
【解決手段】内視鏡１は、挿入部２の先端硬性部５から
延出されて長尺な可撓管７内に挿入配置される柔軟な兼
用チャンネルチューブ５ｃと、チャンネルチューブ５ｃ
の基端部が配設されるチューブ配設面を先端側に設けた
チャンネル接続部材と、チャンネル接続部材の基端部が
軸方向に対して摺動自在に配設される、チャンネル接続
部材の軸方向先端側への移動を制限する抜け防止筒部材
を設けた、内視鏡用分岐管体３０と、チャンネル接続部
材を内視鏡用分岐管体３０の軸方向先端側に向けて移動
させる付勢力を有するコイルばねと、を具備する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡挿入部の先端部を構成する先端硬性部から延出されて長尺な可撓管内に挿入配置
される柔軟なチャンネル部材と、
　前記チャンネル部材の基端部が配設される配設面を先端側に設けたチャンネル接続部材
と、
　前記チャンネル接続部材の基端部が軸方向に対して摺動自在に配設される、該チャンネ
ル接続部材の軸方向先端側への移動を制限する抜け防止部を設けた、内視鏡用分岐管体と
、
　前記チャンネル接続部材を前記内視鏡用分岐管体の前記軸方向先端側に向けて移動させ
る付勢力を有する弾性部材と、
　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記抜け防止部は、前記チャンネル接続部材の外周に設けた凸部に当接することを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記凸部が周状凸部であって、
　前記抜け防止部が前記周状凸部が配置される筒形状の抜け防止筒部材である構成におい
て、
　前記抜け防止筒部材には、当該抜け防止部に加えて、該抜け防止筒部材を前記内視鏡用
分岐管体の先端側部に螺合配置可能にする螺合部を有することを特徴とする請求項２に記
載の内視鏡。
【請求項４】
　前記凸部が前記チャンネル接続部材の外周から突出する複数の凸部である構成において
、
　前記抜け防止部には、前記凸部が通過可能な凸部挿通部及び前記凸部が配置される空間
部を設けたことを特徴とする請求項２に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記弾性部材は、コイルばねであることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記コイルばねの一端側は、前記チャンネル接続部材に当接配置され、他端側は前記内
視鏡用分岐管体に当接配置されることを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記可撓管の先端側に設けた先端硬性部と、
　前記先端硬性部に設けた照明光出射部と、
　前記可撓管内に配設され、先端部が前記照明光出射部近傍に配設された金属部品と、
　前記先端硬性部の基端側に接続され、内周側に前記金属部材との当接部を有し、湾曲部
の一部を構成する湾曲駒と、を備え、
　前記金属部材は、内部に挿通孔を有し、前記挿通孔には照明光用ファイバが配設される
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部内に処置具チャンネルを設けた内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野で使用される内視鏡は、観察のみならず各種処置等に使用される。　
　屈曲した挿入経路内に挿入される内視鏡の挿入部は、先端から順に、先端硬性部、湾曲
自在な湾曲部、及び可撓性を有する可撓管部を連設して構成されている。そして、挿入部
内には処置具挿通チャンネルが設けられている。
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【０００３】
　術者が挿入部を体内の目的部位まで挿入する際、挿入部を押し込む手元操作、湾曲部を
所望の方向へ湾曲させる手元操作、或いは挿入部を捩る操作等を行う。この結果、挿入部
は、管腔に沿って屈曲される。
【０００４】
　また、術者は、各処置、或いは、組織の採取等を行うため、処置具挿通チャンネルを介
して処置具を体内に導入する。
【０００５】
　処置具挿通チャンネルを構成するチャンネルチューブは、吸引チャンネルを構成する吸
引チューブを兼用している。兼用チューブは、挿入部内に長手方向に沿って設けられてい
る。
【０００６】
　兼用チューブの先端部は、先端硬性部に設けられたチャンネル口金に接続されている。
一方、兼用チューブの基端部は、操作部の内部に設けられた内視鏡用分岐管体に接続され
ている。内視鏡用分岐管体からは、処置具挿通管と吸引チューブとが延出されている。そ
して、特許文献１には、兼用チューブである可撓性チューブの後端部を内視鏡用分岐管体
に接続するチューブ接続装置を備えた内視鏡が開示されている。
【０００７】
　内視鏡のチャンネルチューブがチャンネル口金と内視鏡用分岐管体との間で弛んだ状態
で配設されると、処置具の挿通性が妨げられる。この逆に、チャンネルチューブが引っ張
られた状態で配設されると、湾曲部を湾曲させる際に湾曲力量が増大する不具合、及び、
可撓管部のスムーズな屈曲が損なわれる不具合が発生するおそれがある。
【０００８】
　したがって、従来において、チャンネルチューブは、チャンネル口金と内視鏡用分岐管
体との間に予め定めた押し込み状態となるように押し込み配置されている。そして、チャ
ンネルチューブの押し込み状態は、チャンネルチューブの長さ、及び、チューブ接続装置
への組付け方によって決定される。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平９－７５３０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、チャンネルチューブは、予め先端部をチャンネル口金に接続した状態で
、撮像装置から延出される信号ケーブル、ライトガイドファイバ等、他の内視鏡内蔵物と
共に、挿入部の基端側から延出される。そして、延出されたチャンネルチューブは、挿入
部基端からの突出長が予め定めた長さに切断された後、内視鏡用分岐管体に接続される。
【００１１】
　挿入部内に挿通された内視鏡内蔵物の挿通状態は、組立中或いは症例中等において変化
する可能性がある。そして、内視鏡用分岐管体に接続されたチャンネルチューブの挿入部
基端からの突出長が変化された場合、押し込み量が変化することによって、所望の押し込
み状態を得られなくなるおそれがある。　
　このため、チャンネルチューブを取り付ける作業は、熟練を要する技術の一つであった
。
【００１２】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、チャンネルチューブ取付作業性の向
上を図りつつ、チャンネルチューブを挿入部内に予め定めた押し込み状態で配設した内視
鏡を提供することを目的にしている。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　本発明の一態様における内視鏡は、内視鏡挿入部の先端部を構成する先端硬性部から延
出されて長尺な可撓管内に挿入配置される柔軟なチャンネル部材と、前記チャンネル部材
の基端部が配設される配設面を先端側に設けたチャンネル接続部材と、前記チャンネル接
続部材の基端部が軸方向に対して摺動自在に配設される、該チャンネル接続部材の軸方向
先端側への移動を制限する抜け防止部を設けた、内視鏡用分岐管体と、前記チャンネル接
続部材を前記内視鏡用分岐管体の前記軸方向先端側に向けて移動させる付勢力を有する弾
性部材と、を具備している。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、チャンネルチューブ取付作業性の向
上を実現し、チャンネルチューブを挿入部内に予め定めた押し込み状態で配設した内視鏡
を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】軟性な挿入部を有する内視鏡を説明する図
【図２】内視鏡の挿入部内の管路構成を説明する図
【図３】兼用チャンネルチューブと内視鏡用分岐管体との組付構造を説明する図
【図４】兼用チャンネルチューブを内視鏡用分岐管体に組み付けるチューブ組付装置の構
成を説明する図
【図５】兼用チャンネルチューブをチューブ組付装置によって内視鏡用分岐管体に組み付
ける手順を説明する図
【図６】兼用チャンネルチューブと内視鏡用分岐管体との他の組付構造を説明する図
【図７】内視鏡先端部の先端面の構成例を説明する図
【図８】照明光用ファイバと先端湾曲駒との関係を説明する図
【図９】弾性体を介して先端硬性部に配設される照明光用ファイバを説明する図
【図１０】先端硬性部に半田接合部が当接する凸部を設けた内視鏡先端部の構成例を説明
する図
【図１１】接着剤が硬化収縮する際の応力によって撮像素子が破壊されることを防止する
内視鏡先端部の構成を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下の説明に用いる各図において、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大き
さとするため、構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものもある。また、本発明は、これら
の図に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構
成要素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。
【００１７】
　図１に示すように内視鏡１は、挿入部２と、操作部３と、ユニバーサルコード４とを備
えて主に構成されている。挿入部２は、胃、大腸などの管腔内に挿入される。操作部３は
、挿入部２の基端側に設けられている。ユニバーサルコード４は、操作部３の側部から延
出されている。ユニバーサルコード４の基端部には内視鏡コネクタ（不図示）が設けられ
ている。内視鏡コネクタは、光源及びカメラコントロールユニット等を備えた外部装置に
接続される。
【００１８】
　挿入部２は、先端側から順に先端硬性部５と、この先端硬性部５を所望の方向に向ける
例えば上下左右方向に湾曲自在な湾曲部６と、可撓性を有する可撓管部７とを連設して構
成されている。湾曲部６は、複数の湾曲駒を連接して構成された湾曲部組と、該湾曲部組
の外周を被覆する湾曲ゴムとで主に構成されている。
【００１９】
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　操作部３の側面には、湾曲部６を湾曲操作するための湾曲操作装置である上下用ノブ８
ＵＤ、左右ノブ８ＬＲと、各種操作スイッチ９と、内視鏡用流体制御弁である送気送水ボ
タン１０、吸引ボタン１１等が設けられている。
【００２０】
　各種操作スイッチ９は、フリーズ信号を発生させるフリーズスイッチ、写真撮影を行な
う際のレリーズ信号を発生させるレリーズスイッチ、観察モードの切替指示を行うための
観察モード切替スイッチ等である。　
　符号１２は、処置具挿入口である。
【００２１】
　図２に示すように先端硬性部５にはチャンネル開口５ｍ等が設けられている。　
　チャンネル開口５ｍは、処置具を導出するための導出口と体液等を吸引するための吸引
口を兼ねている。符号５ｈは、チャンネル用貫通孔であり、先端硬性部５に設けられてい
る。符号５ｐは、連結口金であって、チューブ連結パイプである。
【００２２】
　チューブ連結パイプ５ｐの先端部は、チャンネル用貫通孔５ｈ内に一体に固定されてい
る。チューブ連結パイプ５ｐの基端部にはチャンネル部材である兼用チャンネルチューブ
５ｃの先端部が固設されている。
【００２３】
　兼用チャンネルチューブ５ｃは、処置具が挿通される処置具チャンネルと吸引のための
吸引チャンネルとを兼用する柔軟なチューブ体であって湾曲部６内及び可撓管部７内に挿
入配置される。
【００２４】
　操作部３の操作部本体３Ａには、送気送水シリンダ１４と、吸引シリンダ１５と、が埋
設されている。送気送水シリンダ１４には送気送水口金１４Ａが固設され、吸引シリンダ
１５には吸引口金１５Ａが固設されている。　
　送気送水シリンダ１４には送気送水ボタン１０が装着され、吸引シリンダ１５には吸引
ボタン１１が装着される。送気送水シリンダ１４の外周面にはシリンダ内と外部とを連通
する４つの接続口（不図示）が予め定めた位置に設けられている。一方、吸引シリンダ１
５にはシリンダ内と外部とを連通する吸引源側接続口１６及び吸引チューブ接続口１７が
設けられている。
【００２５】
　吸引源側接続口１６には、一端が吸引源（不図示）に接続される吸引源側管路１８の他
端が連通している。吸引チューブ接続口１７には、一端が内視鏡用分岐管体３０の吸引側
接続口３１に連通する吸引チューブ１９の他端が連通している。
【００２６】
　符号２０は、処置具挿通管である。処置具挿通管２０の一端は、処置具挿入口１２に連
通し、他端は内視鏡用分岐管体３０の処置具チューブ接続口３２に連通している。　
　内視鏡用分岐管体３０は、操作部３の把持部３Ｂ内に固設されている。　
　内視鏡用分岐管体３０には、処置具管路３３と吸引管路３４と、兼用管路３５とが設け
られている。兼用管路３５は、内視鏡用分岐管体３０の先端側に設けられている。兼用管
路３５は、処置具管路３３と吸引管路３４とが連通して構成される。
【００２７】
　把持鉗子、電気メス等の処置具は、処置具挿入口１２から処置具挿通管２０内と、内視
鏡用分岐管体３０に設けられている処置具管路３３内及び兼用管路３５内と、兼用チャン
ネルチューブ５ｃ内と、チューブ連結パイプ５ｐ内と、チャンネル用貫通孔５ｈ内とに導
入され、チャンネル開口５ｍから体内に導出される。
【００２８】
　なお、符号３６はノズル側送気管路であり、符号３７はノズル側送水管路であり、符号
３８はノズルである。
【００２９】
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　図３、図４を参照して兼用チャンネルチューブ５ｃの基端部の内視鏡用分岐管体３０の
先端側への組付構造を説明する。　
　図３に示すように兼用チャンネルチューブ５ｃの基端部は、チューブ組付装置４０によ
って、内視鏡用分岐管体３０に組み付けられる。
【００３０】
　図３、図４に示すようにチューブ組付装置４０は、チャンネル接続部材５０と、チュー
ブ押圧管６０と、押圧管抑え部材７０と、弾性部材であるコイルばね８０と、を有する。
【００３１】
　チャンネル接続部材５０には長手軸方向に沿って貫通孔５０ｈが設けられている。貫通
孔５０ｈは、予め定めた形状に形作られている。　
　チャンネル接続部材５０は、先端側から順に、配設面部５１と、押圧管配設部５２と、
抑え部材螺合部５３と、摺動部５４と、を設けて構成されている。
【００３２】
　配設面部５１には、チューブ配設面５１ｔが設けられている。チューブ配設面５１ｔは
、先端側に行くにしたがって径寸法が連続的に細径に変化する先細形状のテーパー面であ
る。チューブ配設面５１ｔには兼用チャンネルチューブ５ｃの基端部が拡開されて配置さ
れる。
【００３３】
　押圧管配設部５２は、予め定めた外径のストレートパイプ面５２ｆを有する。ストレー
トパイプ面５２ｆには、チューブ押圧管６０のストレート穴６１の内周面が摺動自在に配
置される。
【００３４】
　抑え部材螺合部５３には雄ねじ部５３ｍが設けられている。雄ねじ部５３ｍには、押圧
管抑え部材７０の基端側内周面に設けられた雌ねじ部７０ｆが螺合配置される。
【００３５】
　摺動部５４には、先端側より順に逃がし面５４ｅ、フランジ５４ｆ、及び摺動面５４ｓ
が設けられている。　
　摺動面５４ｓは、ストレートパイプ面であり、内視鏡用分岐管体３０の先端側に設けら
れている兼用管路３５内に摺動自在に配置される。摺動面５４ｓにはＯリング配設用周溝
５４ｇが形成されている。Ｏリング配設用周溝５４ｇは、チャンネル接続部材５０の基端
面から予め定めた距離離間した位置に設けられている。Ｏリング配設用周溝５４ｇ内には
Ｏリング５４ｏが配設される。
【００３６】
　フランジ５４ｆは、摺動部５４の予め定めた部位に設けられた周状凸部であって、フラ
ンジ先端面５４ａとフランジ基端面５４ｂとを有する。フランジ先端面５４ａは当接面と
して機能し、フランジ基端面５４ｂは弾性部材支持面として機能する。
【００３７】
　フランジ先端面５４ａは、後述する抜け防止筒部材３９に設けられた抜け防止部を構成
する内側フランジ３９ｉの基端側面３９ｒと当接する。
【００３８】
　逃がし面５４ｅは、内側フランジ３９ｉの内周面が対向して配置されるストレートパイ
プ面であり、逃がし面５４ｅと内側フランジ３９ｉの内周面との間には予め定めた隙間ｃ
が設けられる。
【００３９】
　なお、上述した逃がし面５４ｅは、チャンネル接続部材５０のフランジ先端面５４ａか
ら予め定めた長さに設定されている。一方、摺動面５４ｓは、フランジ基端面５４ｂから
チャンネル接続部材５０の基端面までであって、予め定めた長さに設定されている。
【００４０】
　Ｏリング５４ｏは、予め定めた弾性力を有している。このため、Ｏリング５４ｏは、摺
動面５４ｓと兼用管路３５の内周面との間の水密を保持しつつ、摺動面５４ｓが兼用管路
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３５の内周面に対して摺動することを可能にしている。
【００４１】
　チューブ押圧管６０には、貫通孔６０ｈが設けられている。貫通孔６０ｈは、ストレー
ト穴６１と、テーパー孔６２とを有して構成されている。ストレート穴６１の内周面は、
押圧管配設部５２のストレートパイプ面５２ｆ上に摺動自在に配置される。
【００４２】
　テーパー孔６２は、チューブ押圧面であって、チューブ配設面５１ｔ上に配設された兼
用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端面を押圧して、該チューブ基端面をチューブ配
設面５１ｔに密着させる。
【００４３】
　テーパー孔６２のテーパー角は、チューブ配設面５１ｔのテーパー角と同一角度に設定
されている。また、テーパー孔６２の基端側開口の径寸法及び先端側開口の径寸法は、予
め定めた寸法に設定されている。先端側開口の径寸法は、基端側開口の径寸法より小径で
ある。
【００４４】
　符号６３は、外フランジであって、基端面側に設けられた周状凸部である。外フランジ
６３は、当接面として機能する外フランジ先端面６３ａを有する。外フランジ先端面６３
ａには、押圧管抑え部材７０に設けられた内側フランジ７３の内フランジ基端面７３ｒが
当接する。
【００４５】
　符号６４は、逃がし孔である。逃がし孔６４は、ストレート孔であって、兼用チャンネ
ルチューブ５ｃの外径寸法より予め定めた寸法大径に設定されている。逃がし孔の外径は
、先端側開口の径寸法に一致している。　
　したがって、逃がし孔６４を形成すること無く、テーパー孔６２の先端側開口を、チュ
ーブ押圧管６０の先端面に設けるようにしてもよい。
【００４６】
　符号６５は、押圧管本体であって、符号６６は、傾斜面部である。なお、チューブ押圧
管６０は、傾斜面部６６を設けること無く、押圧管本体６５によってストレートパイプ形
状に構成するようにしてもよい。
【００４７】
　押圧管抑え部材７０は、筒形状であって、基端開口側の内周面には雌ねじ部７１が設け
られている。雌ねじ部７１は、チャンネル接続部材５０に設けられた雄ねじ部５３ｍに螺
合配置される。
【００４８】
　押圧管抑え部材７０の筒底部には予め定めた寸法の貫通孔７２が設けられている。貫通
孔７２の内径は、押圧管本体６５の外径より予め定めた寸法大きく形成されている。貫通
孔７２は、押圧管抑え部材７０に内側フランジ７３を設けるための孔である。
【００４９】
　内側フランジ７３は、当接面として機能する内フランジ基端面７３ｒを有する。内フラ
ンジ基端面７３ｒは、チューブ押圧管６０の外フランジ先端面６３ａに当接する。　
　押圧管抑え部材７０の外径は、逃がし面５４ｅの外径と同寸法又は予め定めた寸法小さ
く形成されている。雌ねじ部７１の内径は、チューブ押圧管６０の外フランジ６３の外径
より予め定めた寸法大径に設定されている。
【００５０】
　抜け防止筒部材３９は、筒形状であって、フランジ５４ｆが配設される空間部３９Ｓを
有する。抜け防止筒部材３９の基端開口側の内周面には雌ねじ部３９ｆが設けられている
。雌ねじ部３９ｆは、内視鏡用分岐管体３０の先端部側の外周面に設けられた雄ねじ部３
０ｍに螺合配置される。
【００５１】
　抜け防止筒部材３９の筒底部には予め定めた寸法の貫通孔３９ｈが設けられている。貫
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通孔３９ｈの内径は、逃がし面５４ｅの外径より予め定めた寸法大きく形成されている。
貫通孔３９ｈは、抜け防止筒部材３９に内側フランジ３９ｉを設けるための孔である。
【００５２】
　内側フランジ３９ｉの基端側面３９ｒは、当接面であって、フランジ先端面５４ａに当
接する。　
　なお、雌ねじ部３９ｆの内径は、チャンネル接続部材５０のフランジ５４ｆの外径より
予め定めた寸法大径に設定されている。
【００５３】
　コイルばね８０は、予め定めた弾性力を有し、予め定めた長さ寸法に設定されている。
コイルばね８０は、チャンネル接続部材５０の摺動面５４ｓに配置される。コイルばね８
０の一端側は、フランジ５４ｆのフランジ基端面５４ｂに当接配置され、他端側は内視鏡
用分岐管体３０の先端面に当接配置される。コイルばね８０は、フランジ５４ｆを先端側
に移動させる付勢力を有している。
【００５４】
　ここで、兼用チャンネルチューブ５ｃの内視鏡用分岐管体３０への組付手順を説明する
。　
　まず、作業者は、挿入部２の基端開口から他の内視鏡内蔵物と共に延出されている兼用
チャンネルチューブ５ｃを切断して、挿入部基端からの突出長を予め定められた寸法に調
整する。そして、作業者は、兼用チャンネルチューブ５ｃを内視鏡用分岐管体３０に配置
させるに当たって、抜け防止筒部材３９及びチューブ組付け装置４０を用意する。　
　なお、作業者は、チューブ組付け装置４０のチャンネル接続部材５０にＯリング５４ｏ
を予め設けておく。
【００５５】
　作業者は、図５の（Ａ）に示す兼用チャンネルチューブ５ｃの基端部をチャンネル接続
部材５０に一体に取り付ける作業を行った後、図５の（Ｂ）に示す兼用チャンネルチュー
ブ５ｃを設けたチャンネル接続部材５０を内視鏡用分岐管体３０に配置させる作業を行っ
て、兼用チャンネルチューブ５ｃを内視鏡用分岐管体３０に組み付ける。
【００５６】
　まず、作業者は、予め、抜け防止筒部材３９、押圧管抑え部材７０、及びチューブ押圧
管６０を兼用チャンネルチューブ５ｃ側に挿通配置させておく。　
　ここで、図５の（Ａ）等を参照して兼用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端部をチ
ャンネル接続部材５０に一体に取り付ける作業について説明する。　
　作業者は、兼用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端部を柔軟性に抗して拡開する。
そして、チューブ基端部を配設面部５１のチューブ配設面５１ｔ上に予め定められた状態
に配置する。
【００５７】
　次に、作業者は、兼用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端面を押圧して、該基端面
をチューブ配設面５１ｔに密着させるために、チューブ押圧管６０をチャンネル接続部材
５０上に配置する。このとき、チューブ押圧管６０のストレート穴６１がチャンネル接続
部材５０のストレートパイプ面５２ｆ面上に配置される。また、テーパー孔６２のテーパ
ー面がチューブ配設面５１ｔ上に配置されたチューブ基端部上に配置される。
【００５８】
　次いで、作業者は、押圧管抑え部材７０を移動させてチューブ押圧管６０上に配置させ
、雌ねじ部７１を雄ねじ部５３に近接させていく。その後、押圧管抑え部材７０を所定の
方向に回転させて螺合によるチューブ密着取付を開始する。
【００５９】
　すると、押圧管抑え部材７０の長手軸基端方向への移動に伴って内側フランジ７３の内
フランジ基端面７３ｒが外フランジ６３の外フランジ先端面６３ａに近接していく。そし
て、内フランジ基端面７３ｒが外フランジ先端面６３ａに当接する。
【００６０】
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　ここで、作業者が押圧管抑え部材７０を回転させてチューブ密着取付を継続して行う。
この結果、押圧管抑え部材７０の長手軸基端方向への更なる移動に伴って、チューブ押圧
管６０のストレート穴６１がストレートパイプ面５２ｆ面上を長手軸基端方向に移動され
ていく。そして、予め定めた螺合状態に到達すると、押圧管抑え部材７０の更なる移動が
停止する。
【００６１】
　この結果、兼用チャンネルチューブ５ｃがチャンネル接続部材５０に一体的に取り付け
られる。このとき、テーパー孔６２のテーパー面によってチューブ配設面５１ｔ上に配置
された兼用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端部が押圧変形されて、該チューブ基端
部がチューブ配設面５１ｔに密着して配置される。
【００６２】
　図５の（Ｂ）等を参照してチャンネル接続部材５０を内視鏡用分岐管体３０に配置させ
る作業について説明する。　
　作業者は、チューブ押圧管６０及び押圧管抑え部材７０によって兼用チャンネルチュー
ブ５ｃが一体に取り付けられたチャンネル接続部材５０を内視鏡用分岐管体３０に取り付
けるため、まず、コイルばね８０をチャンネル接続部材５０の摺動面５４ｓ上に配置する
。
【００６３】
　次に、作業者は、コイルばね８０が配置された状態の摺動面５４ｓの基端側を内視鏡用
分岐管体３０の兼用管路３５内に配置する。そして、チャンネル接続部材５０を移動して
、摺動面５４ｓを兼用管路３５内に挿入していく。
【００６４】
　すると、コイルばね８０の一端側がフランジ５４ｆのフランジ基端面５４ｂに当接し、
他端側が内視鏡用分岐管体３０の先端面に当接する。また、Ｏリング５４ｏが兼用管路３
５内に配置される。
【００６５】
　この後、作業者は、Ｏリング５４ｏの弾性力及びコイルばね８０の弾性力に抗して摺動
面５４ｓを兼用管路３５内の予め定めた位置に挿入配置させる。
【００６６】
　次いで、作業者は、抜け防止筒部材３９を移動してチャンネル接続部材５０上に配置し
、雌ねじ部３９ｆを雄ねじ部３０ｍに近接させる。その後、抜け防止筒部材３９を所定の
方向に回転して螺合によるチャンネル接続部材取付を開始する。
【００６７】
　すると、抜け防止筒部材３９の長手軸基端方向への移動に伴って内側フランジ３９ｉの
基端側面３９ｒがフランジ５４ｆのフランジ先端面５４ａに近接配置される。
【００６８】
　ここで、作業者が抜け防止筒部材３９を回転させてチャンネル接続部材取付を継続する
。すると、抜け防止筒部材３９は、コイルばね８０を圧縮しつつ長手軸基端方向へ更に移
動されてく。この結果、チャンネル接続部材５０の摺動面５４ｓが更に兼用管路３５内に
押し込まれていく。
【００６９】
　そして、作業者は、予め定めた押し込み状態に到達した、と判断したならば、抜け防止
筒部材３９の回転を停止してチャンネル接続部材取付を完了する。　
　この結果、兼用チャンネルチューブ５ｃを一体に固設したチャンネル接続部材５０が内
視鏡用分岐管体３０に摺動可能に取り付けられる。この摺動可能な取り付け状態において
、兼用チャンネルチューブ５ｃには常時コイルばね８０の弾性力がチャンネル接続部材５
０を介して作用する。したがって、兼用チャンネルチューブ５ｃは、常に安定した押し込
み状態で挿入部２内に配置される。
【００７０】
　このように、兼用チャンネルチューブ５ｃのチューブ基端部をチャンネル接続部材５０
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の配設面部５１に固設した上で、チャンネル接続部材５０の摺動面５４ｓを兼用管路３５
内に摺動可能に配置する一方、該チャンネル接続部材５０をコイルばね８０の弾性力によ
って常時、先端方向に向けて付勢する。
【００７１】
　この構成によれば、コイルばね８０の弾性力がチャンネル接続部材５０を介して兼用チ
ャンネルチューブ５ｃに常時付与されることによって、兼用チャンネルチューブ５ｃを常
に予め定めた押し込み状態で挿入部２内に配置させることができる。
【００７２】
　また、兼用チャンネルチューブ５ｃの挿入部基端からの突出長が変化した場合には、チ
ャンネル接続部材５０の摺動面５４ｓが内視鏡用分岐管体３０の兼用管路３５内を軸方向
に移動させて突出長の変化を吸収することができる。したがって、兼用チャンネルチュー
ブ５ｃが常に予め定めた押し込み状態で挿入部２内に配置される。
【００７３】
　さらに、コイルばね８０の弾性力を兼用チャンネルチューブ５ｃに付与する構成を採り
、且つ、予め定めた押し込み状態を抜け防止筒部材３９を内視鏡用分岐管体３０に螺合接
続することで得ることによって、挿入部基端から突出する兼用チャンネルチューブ５ｃの
長さ寸法に対する公差を大きく設定して作業性の向上を図ることができる。
【００７４】
　なお、上述した実施形態においては、抜け防止筒部材３９を内視鏡用分岐管体３０に対
して螺合配置する構成としている。しかし、図６の（Ａ）に示すように雌ねじ部３９ｆ、
雄ねじ部３０ｍを設けること無く、抜け防止部３９Ａを一体に設けた内視鏡用分岐管体３
０Ａを構成するようにしてもよい。　
　ここで、図６の（Ｂ）は、図６の（Ａ）の内視鏡用分岐管体３０Ａを矢印Ｙｂ方向から
見た図であり、図６の（Ｃ）は、図６の（Ａ）のチャンネル接続部材５０の矢印Ｙｃ－矢
印Ｙｃ線断面図である。
【００７５】
　図６の（Ａ）に示すように抜け防止部３９Ａには、細径穴３９ｈ１と太径穴３９ｈ２と
を設けた内側段付き穴を形作って、上述した貫通孔３９ｈ、内側フランジ３９ｉ、基端側
面３９ｒ及び空間部３９Ｓが設けられている。　
　また、図６の（Ｂ）に示すように内側フランジ３９ｉには例えば３つの切欠３９ｃ１、
３９ｃ２、３９ｃ３が設けられている。切欠３９ｃ１、３９ｃ２、３９ｃ３は、凸部挿通
部であり、後述する凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３がそれぞれ通過可能である。
　図６の（Ｃ）に示すように本実施形態のチャンネル接続部材５０の摺動部５４には周状
凸部５４ｆを突設させる代わりに、予め定めた幅寸法の例えば３つの凸部５４ｃ１、５４
ｃ２、５４ｃ３を外周面から突出して設けられている。　
　なお、細径穴３９ｈ１の内径は、コイルばね８０の外径より大径に設定されている。
【００７６】
　この構成によれば、図６の（Ａ）に示すように作業者は、コイルばね８０を摺動面５４
ｓに配置した状態で該摺動面５４ｓの基端側を内視鏡用分岐管体３０の兼用管路３５内に
挿入配置する。
【００７７】
　この際、コイルばね８０の一端側は、凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３の凸部基端面
５４ｃｂに当接し、他端側は内視鏡用分岐管体３０Ａに設けられた太径穴３９ｈ２の底面
３９ｈｂに当接する。また、Ｏリング５４ｏは、兼用管路３５内に配置される。
【００７８】
　この後、作業者は、Ｏリング５４ｏの弾性力及びコイルばね８０の弾性力に抗して摺動
面５４ｓを兼用管路３５内の予め定めた位置まで挿入していく。このとき、作業者は、チ
ャンネル接続部材５０を捻りつつ、各凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３と各切欠３９ｃ
１、３９ｃ２、３９ｃ３とを対向配置させ、各凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３が太径
穴３９ｈ２内に配置されるように各切欠３９ｃ１、３９ｃ２、３９ｃ３を通過させる。
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【００７９】
　各凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３が各切欠３９ｃ１、３９ｃ２、３９ｃ３を通過し
た後、作業者は、チャンネル接続部材５０から手を離す。すると、捩れが解消されること
によって各凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３と各切欠３９ｃ１、３９ｃ２、３９ｃ３と
の位置関係が位置ずれして、各凸部５４ｃ１、５４ｃ２、５４ｃ３の凸部先端面５４ｃａ
が内側フランジ３９ｉの基端側面３９ｒに当接配置されて、チャンネル接続部材取付が完
了する。
【００８０】
　この結果、兼用チャンネルチューブ５ｃを一体に固設したチャンネル接続部材５０が内
視鏡用分岐管体３０Ａに摺動可能に取り付けられる。この取り付け状態において、兼用チ
ャンネルチューブ５ｃには常時コイルばね８０の弾性力がチャンネル接続部材５０を介し
て作用する。したがって、兼用チャンネルチューブ５ｃは、上述した実施形態と同様に常
に安定した押し込み状態で挿入部２内に配置されて、同様の作用及び効果を得ることがで
きる。
【００８１】
　ところで、従来より内視鏡においては、ライトガイドファイバを介して伝送されて照明
用レンズで損失した照明光が熱となって内視鏡挿入部の先端部の温度を上昇させることが
知られている。
【００８２】
　近年においては、内視鏡挿入部のさらなる細径化及び安価な内視鏡が求められている。
そのため、先端硬性部が樹脂製の内視鏡が提案されている。しかし、樹脂製の先端硬性部
を備える構成において、細径化を図った場合、ファイバ口金の先端部が樹脂製の先端硬性
部内に配置される。
【００８３】
　すると、従来のように熱を金属製の先端硬性部に伝導させて放熱することができなくな
る。また、挿入部の細径化に伴って、ファイバ口金の肉厚が薄肉になり、ファイバ口金の
熱容量が小さくなる。
【００８４】
　つまり、先端硬性部が樹脂製で挿入部を細径にした内視鏡においては、熱が拡散し難く
い構造になることによって、挿入部先端部の温度が上昇し易くなる。　
　このため、樹脂製の先端硬性部を設けた挿入部先端部の熱を拡散して温度上昇を防止す
る内視鏡が求められている。
【００８５】
　図７及び図８を参照して樹脂製の先端硬性部を設けた挿入部先端部の温度上昇を防止す
る構成を説明する。　
　なお、図８の（Ａ）は図７のＹ８－Ｙ８線断面図であり、図８の（Ｂ）は図８の（Ａ）
のＹｂ－Ｙｂ線断面図である。
【００８６】
　図７に示すように内視鏡１００の先端部１０１の先端面には、照明窓となる照明レンズ
１０２と、観察窓となる光学部材の透明カバー部材１０３とが配設されている。なお、本
実施形態においては、先端部１０１の先端面に２つの照明レンズ１０２を設ける構成とし
ている。しかし、先端部１０１の先端面に設けられる照明レンズ１０２の数は、２つに限
定されるものでは無く、１つ、或いは２つ以上であってもよい。
【００８７】
　図８の（Ａ）、（Ｂ）に示す符号１０４は照明光用ファイバであり、符号１０５はファ
イバ口金である。ファイバ口金１０５は、照明光用ファイバ１０４が配設される挿通孔を
有する。符号１０６は樹脂製先端硬性部であり、符号１０７は先端湾曲駒である。　
　図８に示すように本実施形態のファイバ口金１０５は、金属部材であって膨大部１０８
が設けられている。膨大部１０８には溝部１０９が設けられている。膨大部１０８は、熱
容量増大部であり、溝部１０９は、断面形状が凹字形状の熱伝導面１１１を有している。
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　なお、ファイバ口金１０５は、熱容量を増大させる目的で先端湾曲駒の基端側近傍まで
設けられている。そして、複数の照明レンズ１０２を先端に設ける構成において、膨大部
１０８は、軸方向に位置ずれして設けられている。
【００８８】
　また、本実施形態の先端湾曲駒１０７にはファイバ口金１０５に設けられた膨大部１０
８に対応する切り曲げ部１１０が設けられている。切り曲げ部１１０は、凹字形状の熱伝
導面１１１に接触する凸状接触面１１２を有している。　
　そして、内視鏡組立工程において、ファイバ口金１０５に設けられた膨大部１０８の溝
部１０９を、先端湾曲駒１０７に設けられた切り曲げ部１１０に配置して、切り曲げ部１
１０の突状接触面１１２を溝部１０９の熱伝導面１１１に当接させる。
【００８９】
　なお、熱伝導面１１１と接触面１１２との間には熱伝導性の高い封止樹脂或いは接着剤
を塗布して熱伝導面１１１から接触面１１２へ効率良く熱が伝導されるようにしている。
【００９０】
　このように、ファイバ口金１０５に膨大部１０８を設け、その膨大部１０８に熱伝導面
１１１を構成する溝部１０９を設ける一方、湾曲部を構成する先端湾曲駒１０７に溝部１
０９の熱伝導面１１１に当接する接触面１１２を有する切り曲げ部１１０を設ける。　
　この構成によれば、ライトガイドファイバを介して伝送されて損失する熱は、ファイバ
口金１０５に設けられた膨大部１０８の溝部１０９の熱伝導面１１１から切り曲げ部１１
０の接触面１１２を介して先端湾曲駒１０７に伝導されていく。　
　したがって、先端硬性部１０６を樹脂製にした内視鏡１００において、挿入部先端部の
温度が上昇することを抑制することができる。
【００９１】
　また、挿入部の細径化を図り、且つ、硬質長の短縮化を図る内視鏡においては、照明光
用ファイバの硬質長も短くなる。照明光用ファイバを先端硬性部に接着固定する際、該フ
ァイバ束の硬質長が短く構成されることによって、当該ファイバ束を治工具で保持するこ
とが困難になる。
【００９２】
　このため、照明光用ファイバを先端硬性部に対して接着固定する際、該ファイバ束は、
当該ファイバ束が有する張力によって先端硬性部に対して位置決め保持されている。この
ため、保持状態において、乾燥炉へ運搬した際、或いは、接着剤が熱収縮されることによ
って、照明光用ファイバが長軸方向に位置ずれするおそれがあった。そして、照明光用フ
ァイバが長軸方向に位置ずれしてしまった場合、外部から位置ずれしたことを容易に判別
することが困難であった。そして、位置ずれが生じることによって所望する照明特性を得
られなくなる。
【００９３】
　なお、照明光用ファイバを介して伝送された照明光を照明レンズから出射する構成にお
いて、照明レンズと照明光用ファイバの先端面との間隔は、一体の距離に設定される。　
　このため、照明光用ファイバが長軸方向に位置ずれすることを防止しつつ、位置ずれし
てしまった際にはその位置ずれを容易に判別することが可能な内視鏡が求められている。
【００９４】
　図９の（Ａ）及び（Ｂ）を参照して挿入部の細径化及び硬質長の短縮化を図った内視鏡
において照明光用ファイバの位置ずれを防止する構成を説明する。　
　なお、図９の（Ａ）は先端硬性部に配設された照明光用ファイバを説明する図であり、
図９の（Ｂ）は図９の（Ａ）の矢印Ｙｂで示す範囲の拡大図である。
【００９５】
　図９の（Ａ）に示すように本実施形態の照明光用ファイバ１２０は、ファイバ口金１２
１によって被覆されている。ファイバ口金１２１の中途部には周溝１２１ａが形成されて
いる。周溝１２１ａには弾性管体１２２が位置ずれすること無く配設される。符号１２３
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は、軟性チューブ体であって、照明光用ファイバ１２０を被覆する。
【００９６】
　本実施形態における弾性管体１２２は、照明光用ファイバ１２０を先端硬性部１２５に
配置するための位置決め保持部材と、照明光用ファイバ１２０が長軸方向に対して位置ず
れした状態であるか否かを確認するための位置ずれ確認部材とを兼用している。
【００９７】
　このため、弾性管体１２２は、予め定めた弾性力を有する樹脂製のチューブであり、例
えばシリコンゴムチューブである。また、弾性管体１２２には、指標１２４が設けられて
いる。指標１２４は、例えば、Ｖ字形状の周溝である。
【００９８】
　なお、符号１２６はライトガイドファイバ配設穴であり、符号１２７はレンズ配設穴で
ある。ライトガイドファイバ配設穴１２６は、レンズ配設穴１２７の底面に開口を形成し
て連通している。　
　レンズ配設穴１２７には照明レンズ１２８が固設される。
【００９９】
　図９の（Ｂ）に示すようにライトガイドファイバ配設穴１２６は、口金配設部１２６ａ
と、弾性体配設部１２６ｂとを設けて構成されている。口金配設部１２６ａの内径は、フ
ァイバ口金１２１が予め定めた嵌め合いで配設されるように形成されている。
【０１００】
　一方、弾性体配設部１２６ｂの内径は、弾性管体１２２が弾性変形して収容されるよう
に、弾性管体１２２の外径より予め定めた寸法細径に形成されている。
【０１０１】
　また、指標１２４は、弾性管体１２２を弾性体配設部１２６ｂ内に予め定めた状態で収
容された状態において、溝先端縁部１２４ｆが先端硬性部１２５の基端面１２５ｒに一致
する位置に形成されている。
【０１０２】
　このように、照明光用ファイバ１２０をファイバ口金１２１で被覆し、ファイバ口金１
２１に弾性管体１２２を設け、先端硬性部１２５に口金配設部１２６ａ及び弾性体配設部
１２６ｂを有するライトガイドファイバ配設穴１２６を設けている。
【０１０３】
　この構成によれば、作業者は、照明光用ファイバ１２０を先端硬性部１２５に対して接
着固定する際、該ファイバ束１２０のファイバ口金１２１及び弾性管体１２２を、ライト
ガイドファイバ配設穴１２６の口金配設部１２６ａ及び弾性体配設部１２６ｂに配設する
。
【０１０４】
　このとき、作業者は、弾性管体１２２を弾性力に抗して弾性体配設部１２６ｂ内に収容
していく。また、作業者は、弾性管体１２２に設けられている溝先端縁部１２４ｒを先端
硬性部１２５の基端面１２５ｒに一致させる。
【０１０５】
　この結果、照明光用ファイバ１２０は、弾性管体１２２の弾性力によってライトガイド
ファイバ配設穴１２６内に対して位置決めされた状態で固定保持される。そして、照明光
用ファイバ１２０が何等かの影響で長軸方向の先端側又は基端側に位置ずれしたか否かを
、指標１２４と先端硬性部１２５の基端面１２５ｒとの位置関係から判別することができ
る。言い換えれば、作業者は、指標１２４と基端面１２５ｒとの位置関係を一目見て、照
明光用ファイバ１２０が長軸方向に位置ずれしたか否かを判断できる。　
　したがって、内視鏡の挿入部の細径化を図りつつ、硬質長の短縮化を図る構成を実現で
きる。
【０１０６】
　ところで、内視鏡挿入部のさらなる細径化を妨げている要因の一つとして撮像ユニット
を構成する対物レンズ枠に設けられたフランジが挙げられる。フランジを対物レンズ枠に
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設けることにより、該レンズ枠の外径が大きくなり、先端枠も大きくなっている。
【０１０７】
　対物レンズ枠のフランジは、該レンズ枠が先端硬性部から脱落することを防止するため
に設けられている。そして、先端硬性部と対物レンズ枠とを導通させて静電気をグランド
に逃がす構造を採るため、先端硬性部に対物レンズ枠のフランジに通じる雌ねじ孔を設け
て、金属製の固定ビスによって先端硬性部と対物レンズ枠との導通を図るようにしていた
。
【０１０８】
　図１０の（Ａ）に示すように内視鏡先端部１３０を構成する先端硬性部１３１の貫通孔
１３１ｈ内には撮像ユニット１３２が設けられている。撮像ユニット１３２は、主に、対
物レンズ枠１３３と、撮像枠１３４と、撮像素子１３５とを設けて構成されている。符号
１３６は透明カバー部材であって、対物レンズ枠１３３の先端側に半田固定されている。
符号１３７は先端枠であり、先端硬性部１３１の先端面を覆うように設けられている。
【０１０９】
　図１０の（Ｂ）に示すように先端硬性部１３１には先端凸部１３１ｃが設けられ、その
先端凸部１３１ｃには内側フランジ１３１ｆが設けられている。先端枠１３７は、先端凸
部１３１ｃの外周側に設けられている。
【０１１０】
　内側フランジ１３１ｆは、対物レンズ枠１３３が先端硬性部１３１の貫通孔１３１ｈ内
から先端側に脱落することを防止する当接部である。
【０１１１】
　透明カバー部材１３６が半田固定された対物レンズ枠１３３は、内側フランジ１３１ｆ
に当接した状態で例えば半田１３８によって先端硬性部１３１に一体的に金属接合される
。この結果、撮像ユニット１３２は、先端硬性部１３１の貫通孔１３１ｈ内に固設される
。
【０１１２】
　この構成によれば、対物レンズ枠１３３にフランジを設けること無く、対物レンズ枠１
３３が先端硬性部１３１の貫通孔１３１ｈ内から先端側に脱落することを防止することが
できる。また、対物レンズ枠１３３と先端硬性部１３１とが半田、内側フランジ１３１ｆ
、及び先端凸部１３１ｃによって導通されることにより、静電気をグランドに逃がす構造
を得られる。
【０１１３】
　なお、上述した実施形態においては、先端凸部１３１ｃに内側フランジ１３１ｆを設け
るとしている。しかし、先端凸部１３１の内周面に環状部材を金属接合して対物レンズ枠
１３３が貫通孔１３１ｈ内から脱落することを防止する凸部を設けるようにしてもよい。
【０１１４】
　ところで、内視鏡挿入部の細径化を安価に実現する撮像ユニットにおいては、ユニット
単体で十分な強度を得難くいと問題がある。このため、撮像ユニットを先端硬性部に組付
け後、撮像ユニットの周囲に接着剤を充填して補強して強度を確保している。しかし、補
強するために充填した接着剤が硬化収縮する際に不均一な応力が発生して撮像素子が破壊
されるおそれがあった。
【０１１５】
　図１１を参照して接着剤が硬化収縮する際の応力によって撮像素子が破壊されることを
防止する構成例を説明する。　
　図１１の（Ａ）は、撮像ユニットが配設された先端硬性部近傍の長手方向断面図、（Ｂ
）は、図１１の（Ａ）のＹｂ－Ｙｂ線断面図、（Ｃ）は、図１１の（Ａ）のＹｃ－Ｙｃ線
断面図である。
【０１１６】
　図１１の（Ａ）に示すように本実施形態の内視鏡先端部においては、先端硬性部１４０
に形成される撮像ユニット配設穴１４０ｈの撮像素子配設部近傍の穴形状を、撮像ユニッ
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ト１４１の撮像素子１４２近傍の外形形状に合わせて形成している。
【０１１７】
　この結果、図１１の（Ｂ）の矢印ｄに示す接着剤１４３の厚みが厚い領域における接着
厚をｔ１に設定している。また、図１１の（Ｃ）の矢印ｅに示す接着剤１４３の厚みが厚
い領域における接着厚をｔ２に設定している。
【０１１８】
　なお、符号１４４は湾曲部構成部であって、先端湾曲駒及び湾曲ゴムを含む、符号１４
５は、封止樹脂であって、撮像ユニット１４１内に充填されて撮像ユニット外形を構成す
る、符号１４６は処置具チャンネルである。
【０１１９】
　このように、撮像ユニット配設穴１４０ｈの穴形状を、撮像ユニット１４１の外形形状
に合わせて形成することによって、接着剤の厚みが厚くなる領域の接着圧を均一に設定す
る。この結果、接着剤が硬化収縮する際に均一な応力が発生して、接着剤の硬化収縮する
際の応力によって撮像素子が破壊されることが防止される。
【０１２０】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【０１２１】
１…内視鏡　２…挿入部　３…操作部　３Ａ…操作部本体　３Ｂ…把持部　
４…ユニバーサルコード　５…先端硬性部　５ｃ…兼用チャンネルチューブ
５ｈ…チャンネル用貫通孔　５ｍ…チャンネル開口　５ｐ…チューブ連結パイプ　
６…湾曲部　７…可撓管部　８ＬＲ…左右ノブ　８ＵＤ…上下用ノブ　９…操作スイッチ
１０…送気送水ボタン　１１…吸引ボタン　１２…処置具挿入口　
１４…送気送水シリンダ　１４Ａ…送気送水口金　１５…吸引シリンダ　
１５Ａ…吸引口金　１６…吸引源側接続口　１７…吸引チューブ接続口　
１８…吸引源側管路　１９…吸引チューブ　２０…処置具挿通管
３０、３０Ａ…内視鏡用分岐管体　３０ｍ…雄ねじ部　３１…吸引側接続口
３２…処置具チューブ接続口　３３…処置具管路　３４…吸引管路　３５…兼用管路
３６…ノズル側送気管路　３７…ノズル側送水管路　３８…ノズル　
３９…抜け防止筒部材　３９Ａ…抜け防止部　３９Ｓ…空間部　３９ｃ１…切欠　
３９ｆ…雌ねじ部　　３９ｈ…貫通孔　３９ｈ１…細径穴　３９ｈ２…太径穴　
９ｈｂ…底面　３９ｉ…内側フランジ　３９ｒ…基端側面　４０…チューブ組付装置　
５０…チャンネル接続部材　５０ｈ…貫通孔　５１…配設面部　５１ｔ…チューブ配設面
５２…押圧管配設部　５２ｆ…ストレートパイプ面　５３…抑え部材螺合部
５３…抑え部材螺合部　５３ｍ…雄ねじ部　５４…摺動部　５４ａ…フランジ先端面
５４ｂ…フランジ基端面　５４ｃ１…凸部　５４ｃａ…凸部先端面　
５４ｃｂ…凸部基端面　５４ｅ…逃がし面　５４ｆ…フランジ　５４ｆ…周状凸部　
５４ｇ…リング配設用周溝　５４ｏ…Ｏリング　５４ｓ…摺動面　６０…チューブ押圧管
６０ｈ…貫通孔　６１…ストレート穴　６２…テーパー孔　６３…外フランジ　
６３ａ…外フランジ先端面　６４…逃がし孔　６５…押圧管本体　６６…傾斜面部　
７０…押圧管抑え部材　７０ｆ…雌ねじ部　７１…雄ねじ部　７２…貫通孔　
７３…内側フランジ　７３ｒ…内フランジ基端面　８０…コイルばね　
１００…内視鏡　１０１…先端部　１０２…照明レンズ　１０３…透明カバー部材　
１０４…照明光用ファイバ　１０５…ファイバ口金　１０６…先端硬性部　
１０７…先端湾曲駒　１０８…膨大部　１０９…溝部　１１０…切り曲げ部　
１１１…熱伝導面　１１２…凸状接触面　１１２…突状接触面　１１２…接触面　
１２０…照明光用ファイバ　１２０…ファイバ束　１２０…照明光用ファイバ　
１２１…ファイバ口金　１２１ａ…周溝１２２…弾性管体　１２３…軟性チューブ体　
１２４…指標　１２４ｆ…溝先端縁部　１２４ｒ…溝先端縁部　１２５…先端硬性部　
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１２５ｒ…基端面　１２６…ライトガイドファイバ配設穴　１２６ａ…口金配設部　
１２６ｂ…弾性体配設部　１２７…レンズ配設穴　１２８…照明レンズ　
１３０…内視鏡先端部　１３１…先端硬性部　１３１ｃ…先端凸部　
１３１ｆ…内側フランジ　１３１ｈ…貫通孔　１３２…撮像ユニット　
１３３…対物レンズ枠　１３４…撮像枠　１３５…撮像素子　１３６…透明カバー部材
１３７…先端枠　　１３８…半田　　１４０…先端硬性部　
１４０ｈ…撮像ユニット配設穴　１４１…撮像ユニット　１４２…撮像素子　
１４３…接着剤　１４４…湾曲部構成部　１４５…封止樹脂　１４６…処置具チャンネル

【図１】 【図２】
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